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自殺予防 

防災 

高齢者の安全 

自殺予防 

防災 

 

2019 年 

５月１１日(土) 
～ 

５月２０日(月) 

交通事故防止のために、交通ルールを守り、 

正しい交通マナーを実践しよう！ 

高齢者の交通事故発生件数 

久留米市の高齢者の交通事

故発生件数は、減少傾向です

が、全交通事故に占める割合

は高まっています。 

一件でも事故を減らすために、

一人ひとりが交通安全の意識

をもち、交通事故にあわない、

起こさないようにしましょう。 

 

横断歩道のマナーとルールを守りましょう！ 

ドライバーは、横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場合は、

一時停止しなければなりません。 

 運転者の皆さん、横断歩道、止まっていますか？ 
 

横断歩道付近での横断歩道外横断は交通違反です！ 

 歩行者の皆さん、横断歩道を渡りましょう。 
 

 
思いやりと譲り合いの 

気持ちも忘れずに！ 

 
大事なのは、一人 

ひとりの心がけ！ 
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高齢運転者の交通事故防止！   

ここが大事！ 

交通安全のプロ 

が教えます！ 

◆日 時 ５月１３日(月) ９：３０～ ※2～3時間程度 

◆場 所 大善寺自動車学校（久留米市大善寺南 1-3-3） 

◆対象者 市内にお住まいの６５歳以上の方 

◆内 容  

 

 

◆申込期間 ４月２６日(金)まで 

◆申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号を電話または FAXにて 
       ご連絡ください。 

◆申込・問い合わせ先 
     久留米市協働推進部安全安心推進課 

       〒830-8520 久留米市城南町 15-3 

       TEL 0942-30-9094 FAX 0942-30-9706 

       主催：久留米市交通安全対策協議会 

・自動車の模擬市街地走行講習 

・自転車の安全な乗り方講習 

・道路の安全な渡り方講習 

・安全運転サポート車展示・試乗 等 

 
 

 

「高齢者のための交通安全教室」開催します！ 

「運転くらい 

大丈夫！」と思って 

いませんか？ 

「自転車安全利用五則」を守りましょう！ 

 

① 自転車は車道が原則、歩道は例外 

② 車道は左側を通行 

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
 

④ 安全ルールを守る 

⑤ 子どもはヘルメットを着用 

 

ドライバーの方は、運転中に高齢者や子どもを 

見かけたら、動きに気をつけて速度を落とすなど、 

思いやりのある運転を心がけよう！ 


